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・株主の皆様におかれましては、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、本株主総会につきましては、極力、
当日のご来場をお控えいただき、書面
又はインターネットにより事前の議決
権行使をいただきますようお願い申し
上げます。
・昨年同様、株主総会のお土産はご用意
いたしておりませんのでご了承いただ
きますようお願い申し上げます。
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株主の皆様へ
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株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
はじめに、新型コロナウイルス感染症によりお亡く
なりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げま
す。そして、日々感染拡大予防に当たっておられる医
療関係者等の方々に対し心より感謝申し上げます。
オーネックスグループは、健全な事業活動をとおし
て企業として発展し、社会への還元を図ります。
そのために、関係法令を遵守し、社会的良識を持っ
て良き企業市民としての責任を果たし、お客様、株
主・投資家の皆様、取引先、地域社会、従業員をはじ
めとした関係者からの信頼を得て、企業価値を高める
努力をいたします。
当社を取り巻く事業環境は、大きく変化しておりま
すが、当社伝統の “現場の強み” を更に発展させ、お
客様の様々なニーズに対応できる企業体質の向上に取
り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支

援、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げま
す。

2021年９月

代表取締役社長

大屋 和雄
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証券コード 5987
2021年９月13日

株 主 各 位
東京都町田市森野1-7-23

代表取締役社長 大 屋 和 雄
第70期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、当社第70期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大がいまなお懸念されている状況を踏まえまして、

株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面又はインターネットにより事前の議決
権行使をお願いしたく、何卒ご理解を賜りたく存じます。また、株主総会にご出席される場合は、マスク着用な
どのご対応を謹んでお願い申し上げます。さらに会場におきましても、感染予防のための措置を講じる場合があ
りますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
事前に議決権をご行使いただく場合は、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、後述のご案内に従って、

2021年９月27日（月曜日）午後５時までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。
敬 具

記
１．日 時 2021年９月28日（火曜日）午前10時
２．場 所 神奈川県厚木市上依知3001番地

神奈川県内陸工業団地会館 ３階大ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第70期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第70期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案

定款一部変更の件
取締役６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.onex.jp）に掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
従いまして、本定時株主総会招集ご通知提供書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした
連結計算書類又は計算書類の一部であります。
① 連結計算書類の連結注記表 ② 計算書類の個別注記表
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。
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議決権行使についてのご案内

■ 株主総会にご出席される場合

■ 事前に議決権を行使いただく場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただく
とともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご
送付ください。

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、
画面の案内に従って、賛否を入力してください。

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

2021年９月28日（火曜日）午前10時

2021年９月27日（月曜日）午後５時必着

2021年９月27日（月曜日）午後５時まで

開催日時

行使期限

行使期限

書面による議決権行使

インターネットによる議決権行使

※書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱
わせていただきます。
※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

ご注意事項

― 3 ―
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インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決
権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

インターネットによる
議決権行使のご案内

「次へすすむ」をクリック

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力く
ださい。

3. パスワードの入力

入 力

実際にご使用になる新しいパスワードを入力
クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コー
ド」を入力し、「ログイン」をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

（受付時間9：00～21：00）

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

ふ0120-652-031

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

アクセス手順について

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」について

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.web54.net
議決権行使ウェブサイト

2021年９月27日（月曜日）
午後５時まで

議決権
行使期限

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用
議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りい
ただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」
が入力不要でアクセスできます。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用
議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をス
マートフォンかタブレット端末で読み取ります。

見本

見 本
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第70期の期末配当につきましては、企業体質強化、今後の事業展開等を勘案し、以下の

とおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円 配当総額33,119,780円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年９月29日

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
経営体制の強化充実を図るため、定款第19条（取締役の員数）の取締役の員数を６名以内
から８名以内に変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案

第19条 当会社の取締役は、６名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、８名以内とする。
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第３号議案 取締役６名選任の件
本総会終結の時をもって取締役６名が任期満了となりますので、取締役６名（うち社外取締

役１名）の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社の株式数

１ 大
おお
屋
や

和
かず
雄
お

（1952年６月11日生）

1992 年９月 当社常務取締役

164,329株

1995 年７月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長
2000 年11月 株式会社昌平代表取締役
2008 年２月 当社代表取締役社長兼管理本部長
2008 年２月 株式会社オーネックスライン代表取締役社

長（現任）
2008 年２月 株式会社オーネックスエンジニアリング代

表取締役社長
2008 年７月 当社代表取締役社長
2010 年10月 当社代表取締役社長兼管理本部長
2011 年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員
2013 年９月 当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業

本部長（現任）
2014 年５月 株式会社オーネックステックセンター代表

取締役社長（現任）

２ 鶴
つる
田
た

猛
たけ
士
し

（1950年８月13日生）

2003 年４月 当社入社経営企画部長

1,000株

2005 年４月 当社経営企画室長
2008 年９月 当社取締役経営企画室長
2010 年４月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長
2012 年９月 株式会社オーネックスライン監査役（現

任）
2013 年10月 当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本

部長
2014 年５月

2017
2020
2020

年
年
年

９
９
９

月
月
月

株式会社オーネックステックセンター取締
役
当社専務取締役管理本部長
当社取締役会長管理本部長（現任）
株式会社オーネックステックセンター専務
取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社の株式数

３ 武
む
藤
とう

孝
こう
司
じ

（1951年12月20日生）

1974 年３月 当社入社

1,416株

2006 年10月 当社営業部長
2008 年７月 当社厚木工場長
2010 年５月 当社執行役員厚木工場長
2012 年６月 当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長
2012 年９月 当社取締役事業本部副本部長兼営業部長
2014

2016

2017

2020

年

年

年

年

５

１

９

９

月

月

月

月

株式会社オーネックステックセンター取締
役
株式会社オーネックスライン取締役（現
任）
当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部
長（現任）
株式会社オーネックステックセンター常務
取締役（現任）

４ 高
たか
階
しな

毅
たけ
司
し

（1956年３月19日生）

2014 年９月 当社入社事業本部付部長（品質担当）

1,000株

2015 年７月 当社厚木工場・東松山工場長
2016 年８月 当社厚木工場・東松山工場・長野工場長
2016 年９月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・

東松山工場長
2017 年11月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・

東松山工場・長野工場長
2021 年６月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・

東松山工場長兼設備管理部長（現任）

５ 田
た
島
じま

圭
けい
子
こ

（1956年11月14日生）

2011 年11月 当社入社総務人事部次長

1,000株
2012 年10月 当社経理部長兼総務人事部次長
2019
2020

年
年
８
９
月
月
当社総務人事部長兼経理部長
当社取締役管理本部副本部長兼総務人事部
長兼経理部長（現任）

６ 遠
えん
藤
どう

將
まさ
敏
とし

（1954年９月４日生）

1977 年４月 ヂーゼル機器株式会社（現ボッシュ株式会
社）入社

－株
2000 年５月 同社取締役執行役員
2005 年９月 同社執行役員
2014 年12月 同社退社
2017 年９月 当社社外取締役（現任）

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 遠藤將敏氏は社外取締役候補者であります。
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3. 社外取締役候補者とした理由、期待される役割及び職務を適切に遂行することができると判断した理
由
遠藤將敏氏は、業務執行の監督機能強化への貢献及び経営的視点からの助言や意見が期待されること
から、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。

4. 責任限定契約の内容の概要
遠藤將敏氏の選任が承認された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする予定であります。

5. 遠藤將敏氏は当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって４年間になります。
また、独立役員を継続し選任後は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ます。

6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、取締役等が業務に起因して損害
賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。な
お、保険料は全額を当社が負担しております。

以 上
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（提供書面）
事 業 報 告
(20202021

年
年
７
６
月
月
１
30
日から
日まで)

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が第２回目の緊急事
態宣言以降収まってきたかに見えましたが、４月以降再び拡大し第３回目の緊急事態宣言
が発令されました。経済活動は、段階的に進められ回復の兆しがみられましたが、サプラ
イヤーにおいては、回復の波はさらに遅れてくる状況であり、またワクチン接種が遅れて
いるわが国では、コロナ禍の収束と経済活動の回復の先行きは、不透明な状況が続いてお
ります。
このような経済状況の下で当社グループは、長野工場を閉鎖し東松山工場及び厚木工場

等他の工場へ取引を移行し、並行して生産設備の移設を行い生産体制の見直しによる効率
化等、収益体質の強化を図り生産性の向上等に努めました。
主力取引業界である産業工作機械関連、自動車部品関連等全般に受注が低調に推移した
ため、売上高は前期と比較して減少しました。経費面では、長野工場閉鎖に伴う移設費用
が発生したため、当期は、営業損失を計上しました。また、長野工場閉鎖による減損損失
及び投資有価証券評価損を特別損失として計上しております。
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,066百万円(前期比△4.7％減)、営業損失
111百万円(前期は営業利益19百万円)、経常損失73百万円(前期は経常利益25百万円)、
親会社株主に帰属する当期純損失は201百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益
13百万円)となりました。

事業別（連結）の売上高及び概況は、次のとおりであります。 （単位：千円）

事業
2020年６月期 2021年６月期

（当連結会計年度） 対前期比

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率

金属熱処理加工事業 4,665,412 87.74％ 4,515,652 89.13％ △149,760 △3.21％

運送事業 651,654 12.26 550,830 10.87 △100,824 △15.47

合計 5,317,067 100.00 5,066,482 100.00 △250,584 △4.71
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【金属熱処理加工事業（株式会社オーネックス、株式会社オーネックステックセンター）】
金属熱処理業界につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、主力取引
業界である産業工作機械関連、自動車部品関連からの受注が低調に推移しました。また、
長野工場閉鎖に伴う移設費用が発生したため、セグメント利益は減少しました。
売上高4,515百万円(前期比△3.2％減)、セグメント損失152百万円(前期はセグメント
損失21百万円)となりました。

【運送事業(株式会社オーネックスライン)】
運送事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、収益向上のための

取引見直しを実施したものの受注減により、売上高は減少しました。
外注費、労務費の削減など経費削減に努め、セグメント利益は増加しました。
売上高550百万円(前期比△15.5％減)、セグメント利益20百万円(同152.3％増)となり
ました。
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② 設備投資の状況
当社グループの当連結会計年度の設備投資総額は375百万円で、その主なものは厚木工

場の真空洗浄機49百万円、山口工場の焼戻炉23百万円、山口工場の真空炉工事60百万
円、株式会社オーネックスラインの車両４台33百万円などです。

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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（2）財産及び損益の状況
区 分 2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期 2021年６月期

（当連結会計年度）
売上高 （千円） 6,126,612 6,252,991 5,317,067 5,066,482
親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

（千円） 229,896 161,516 13,132 △201,590

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） 138.82 97.53 7.93 △121.73

総資産 （千円） 10,346,566 10,267,144 10,009,094 10,183,050

純資産 （千円） 5,486,085 5,564,518 5,512,111 5,337,009

１株当たり純資産額 （円） 3,312.78 3,360.14 3,328.49 3,222.85

（注）1. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は自己株式控除後の期中平均発行済株式数に
より、１株当たり純資産額は自己株式控除後の期末発行済株式総数により算出しております。

2. 2021年６月期（当連結会計年度）の状況につきましては、「１．企業集団の現況（1）当連結会計年
度の事業の状況 ①事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

3. 2018年１月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。2018年６月期
の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
（△）及び１株当たり純資産額を算定しております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況（2021年６月30日現在）
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
株式会社オーネックス
ラ イ ン 50,000千円 100.0％ 一般区域貨物自動車運送事業

株式会社オーネックス
テ ッ ク セ ン タ ー 95,000千円 100.0％ 金属熱処理加工事業
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（4）対処すべき課題
今後の経済見通しにつきましては、2022年6月期中は新型コロナウイルス感染症拡大が継
続し、ワクチン接種が遅れている日本は引き続き経済活動が抑制されると考えられます。
このような状況の下、当社グループは本年3月に長野工場を閉鎖し、厚木工場及び東松山
工場など他の工場へ取引を移行し、並行して生産設備の移設も行いました。この生産体制の
見直しによる効率化等、収益体質の強化を図り生産性の向上に努めてまいります。
また、各国は環境規制強化やカーボンニュートラルへの取り組みを表明しており、金属熱
処理業界などのサプライヤーにおいては厳しい舵取りを迫られることとなります。
当社グループは、環境への配慮の第1歩として、近畿・東海エリアをカバーする株式会社
オーネックステックセンター(亀山市)及び山口工場に自家消費型太陽光発電システムの導入
を進めております。今後さらにカーボンニュートラルへ向けた検討、或いは自動車のＥＶ化
による部品数の減少への対応なども検討してまいります。
このような変化に迅速に対応できるように、上記の改革を着実に進めてまいります。
今後もグループの総力を結集し、業績の向上に努める所存でございますので、株主の皆様

におかれましても、より一層のご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

（5）主要な事業内容（2021年６月30日現在）
当社グループは、金属熱処理加工事業、運送事業を行い、主な事業内容は次のとおりであ

ります。
【金属熱処理加工事業】 浸炭熱処理

窒化熱処理
焼入・焼戻し・焼鈍し
高周波熱処理
真空熱処理

【運送事業】 一般貨物運送

（6）主要な営業所及び工場（2021年６月30日現在）
会 社 名 所 在 地

株 式 会 社 オ ー ネ ッ ク ス
本社（東京都町田市）、厚木工場（神奈川県厚木市）
東松山工場（埼玉県東松山市）、山口工場（山口県山陽小野田市）、 三
重営業所（三重県亀山市）

株式会社オーネックスライン 本社及び厚木営業所（神奈川県厚木市）
埼玉営業所（埼玉県比企郡滑川町）、三重営業所（三重県亀山市）

株式会社オーネックステックセンター 本社（神奈川県厚木市）、三重工場（三重県亀山市）
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（7）使用人の状況（2021年６月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

セグメント名 使用人数 前連結会計年度末比増減

金属熱処理加工事業 220（89）名 ９名減（１名増）

運送事業 47（ ２）名 ６名減（ ― ）

合計 267（91）名 15名減（１名増）

（注） 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ
の出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（嘱託、常用時給者、パートタイマー、人材会社からの派遣社員
を含む。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

197（83）名 15名減（５名減） 42.8歳 16.2年

（注） 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時
雇用者数（嘱託、常用時給者、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を
（ ）外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2021年６月30日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,111,672千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 784,405

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 667,889

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 219,835

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2021年６月30日現在）
① 発行可能株式総数 5,868,600株
② 発行済株式の総数 1,660,000株
③ 株主数 1,032名（前期末比 35名増）
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

大 屋 和 雄 164千株 9.92％

有 限 会 社 大 屋 興 産 105 6.38

大 屋 廣 茂 83 5.02

株 式 会 社 横 浜 銀 行 79 4.82

MSIP CLIENT SECURITIES 79 4.79

坂 内 誠 72 4.40

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 58 3.53

株式会社商工組合中央金庫 56 3.43

Ｔ Ｈ Ｋ 株 式 会 社 53 3.20

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 50 3.04

（注） 持株比率は自己株式（4,011株）を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
該当事項はありません。

2021年08月30日 13時55分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

― 16 ―

（3）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2021年６月30日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 大 屋 和 雄
最高執行役員兼事業本部長
株式会社オーネックスライン 代表取締役社長
株式会社オーネックステックセンター 代表取締役社長

取 締 役 会 長 鶴 田 猛 士
管理本部長
株式会社オーネックスライン 監査役
株式会社オーネックステックセンター 専務取締役

常 務 取 締 役 武 藤 孝 司
事業本部副本部長兼営業部長
株式会社オーネックスライン 取締役
株式会社オーネックステックセンター 常務取締役

取 締 役 高 階 毅 司 事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長

取 締 役 田 島 圭 子 管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長

取 締 役 遠 藤 將 敏

常 勤 監 査 役 横 山 剛 株式会社オーネックステックセンター 監査役

監 査 役 吉 田 雄 彦

監 査 役 鍛 冶 良 明

（注）1. 取締役遠藤將敏氏は社外取締役であります。
2. 監査役吉田雄彦、鍛冶良明の両氏は社外監査役であります。
3. 当社は取締役遠藤將敏氏及び監査役吉田雄彦、鍛冶良明の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役の遠藤將敏氏及び社外監査役の吉田雄彦、鍛冶良明の両氏は、それぞ

れ会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額と
しております。

③ 事業年度中に退任した取締役及び監査役
該当事項はありません。
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④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、取締役等が業務に起
因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事
由（贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等）に該当するも
のを除く。）等を填補することとしております。
なお、保険料は全額を当社が負担しております。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
　 取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続
的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲
を引き出すに相応しいものとしております。具体的には業務執行を担う取締役の報酬
は、基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は基本報
酬のみとします。なお、決定方針につきましては、代表取締役社長及び担当取締役作成
による原案に基づき、取締役会における決議を経て決定しております。
ロ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　 取締役の報酬限度額は1993年９月24日開催の第42回定時株主総会において、年額

204,000千円以内（ただし使用人分給与は含まない。）と決議されております。当該定
時株主総会終結時点の取締役の員数は７名です。また、監査役の報酬限度額は1993年
9月24日開催の第42回定時株主総会において年額18,000千円以内と決議されておりま
す。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。
ハ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　 取締役の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役大屋和雄が個人別の報酬
額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、担当取締役が作成した原案の
決済であり、これらの権限を委任した理由は、各取締役の職責等を総合的に勘案するに
は代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会はその内容が決定方針に
沿うものであると判断しております。
二．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

６名
（１名）

121,560千円
（3,600千円）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

３名
（２名）

15,288千円
（5,280千円）

合 計 ９名 136,848千円

（注）1. 取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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2. 当事業年度の取締役に対する業績連動報酬の支給はありません。

ホ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

⑥ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係及び当社と当該他の会社との関係
該当事項はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（21回開催） 監査役会（５回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 遠 藤 將 敏 21回 100％ ― ―

監 査 役 吉 田 雄 彦 21回 100％ ５回 100％

監 査 役 鍛 冶 良 明 21回 100％ ５回 100％

（注） 取締役会及び監査役会における発言状況
　 取締役の遠藤將敏氏は、取締役会の議案審議等について、豊富な経験と高度かつ専門的な知見に基づ
　 き、当社の経営上有用な発言等を行っております。特に工場経営に関して、取締役会の意思決定の妥当
　 性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役の吉田雄彦氏は、必要に応じて他社の経営者であった経験・知識に基づき、また、鍛冶良明氏
は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提
言を行っております。

2021年08月30日 13時55分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 19 ―

（4）会計監査人の状況
① 名称 EY新日本有限責任監査法人
② 報酬等の額及び当該報酬等について監査役会が同意をした理由

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37,000千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の報酬等についての同意にあたり、以下の点から検討を行い、妥当性がある
と判断しました。
・監査計画と実績の比較検討
・監査実績及び意見の内容
・新年度監査計画における、監査工数及び配員計画と経験年数の検討
・新年度監査報酬額の業界及び同等企業との比較検討

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決
定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会
計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の

業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び当該体制の運用状況の概要は次の
とおりであります。
1） 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．コンプライアンス体制の基礎として、オーネックスグループ企業行動憲章を制定し法
令遵守を周知徹底しています。
ロ．コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問
題点の把握に努めています。
ハ．取締役は重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合
には、直ちに監査役及びコンプライアンス・リスク管理責任者に報告するほか、遅滞な
く取締役会において報告することとしています。
ニ．監査役は当社の法令遵守体制の運用に問題があることを認める時は、意見を述べると
共に、改善策の策定を求めることができるものとしています。
ホ．執行部門から独立した部署が内部監査を実施しています。

2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程に基づき保存・管理すること
とし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとしています。

3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の業務執行に係るリスクについてリスク管理規程を定め、リスク管理規程
に基づき管理体制を整備することとしています。

4） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取
締役会を月１回定時に開催しているほか、必要に応じて適宜臨時に開催することとして
おり、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に社長、取締役会
長、常務取締役等によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執
行決定を行うこととしています。
ロ．取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程に従うことと
しています。
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5） 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行
動指針として、オーネックスグループ企業行動憲章を定め、これを基礎として、グルー
プ各社で諸規程を整備しています。
ロ．経営管理については、関係会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度による子会
社経営の管理を行うとともに、必要に応じてモニタリングを行っています。取締役会
は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発
見した場合には、監査役に報告することとしています。
ハ．子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライア
ンス上問題があると認めた場合には、コンプライアンス・リスク管理責任者に報告する
こととしています。コンプライアンス・リスク管理責任者は直ちに監査役に報告を行う
と共に、意見を述べることができるものとしています。監査役は意見を述べると共に、
改善策の策定を求めることができるものとしています。

6） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
監査役が補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は必要に応じて補助業務
をする者を配置することとしています。

7） 上記使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項

イ．監査役の職務の補助を担当する使用人に関する人事考課及び人事異動については、監
査役の同意を得ることとしています。
ロ．前項の使用人は、監査役から指示を受けた業務を執行しています。

8） 当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査役に報告する
ための体制、その他の監査役への報告に関する体制

イ．当社グループの取締役及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、
当社グループに重大な損失を及ぼす恐れのある事項等を適時、適切な方法により監査役
へ報告するものとしています。
ロ．監査役は、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用
人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
ハ．当社グループの取締役及び使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ的確な
対応を行うこととしています。
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9） 前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
監査役に対して前項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利な取扱い
を受けないものとしています。

10） 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査
役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理することとしていま
す。

11） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役は稟議書その他業務に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、使用
人にその説明を求めることができます。

ロ．代表取締役は、取締役及び使用人の監査役監査の重要性に対する認識及び理解を深
め、監査役監査が実効的に行われるよう環境整備に努めています。

12） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
2020年７月１日から2021年６月30日の期間において、取締役会を21回、経営会議を

12回、関係会社報告会を２回開催いたしました。

（6）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけておりま

す。企業体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案し、安定的に配当を行
うことを基本方針としております。
当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり20円の配当とする予定であり、株

主総会の決議事項といたします。

（7）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につ

いては、現在特に定めておりません。

本事業報告中の記載数字は、金額及び株数については表示単位未満を切り捨て、比率その他につ
いては、表示単位未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年６月30日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,563,694
2,651,283
1,133,509
537,919
13,689
44,979
87,325
94,987

5,619,355
4,935,690
1,104,004
1,267,277
2,206,424
112,909
66,878
178,196
47,525
636,138
235,497
269,463
131,232
△55

流 動 負 債 2,051,307
支払手形及び買掛金 122,863
電 子 記 録 債 務 241,956
１年内返済予定の長期借入金 860,436
１年内償還予定の社債 2,500
リ ー ス 債 務 49,616
未 払 金 291,926
未 払 費 用 223,956
未 払 法 人 税 等 40,820
賞 与 引 当 金 14,997
そ の 他 202,234

固 定 負 債 2,794,733
長 期 借 入 金 1,995,365
リ ー ス 債 務 76,965
退 職給付に係る負債 648,583
そ の 他 73,819

負 債 合 計 4,846,040
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,288,751
資 本 金 878,363
資 本 剰 余 金 713,431
利 益 剰 余 金 3,703,029
自 己 株 式 △6,071

その他の包括利益累計額 48,257
その他有価証券評価差額金 48,257

純 資 産 合 計 5,337,009
資 産 合 計 10,183,050 負 債 純 資 産 合 計 10,183,050
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連 結 損 益 計 算 書
(20202021

年
年
７
６
月
月
１
30
日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,066,482
売 上 原 価 4,093,659
売 上 総 利 益 972,822
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,084,102
営 業 損 失 111,279
営 業 外 収 益
受 取 利 息 2,310
受 取 配 当 金 5,765
受 取 賃 貸 料 7,211
ス ク ラ ッ プ 収 入 5,090
雇 用 調 整 助 成 金 34,889
そ の 他 12,098 67,366

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20,661
支 払 手 数 料 5,081
そ の 他 3,512 29,255

経 常 損 失 73,168
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 6,022
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,695 9,718

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 29,375
固 定 資 産 除 却 損 7,345
減 損 損 失 81,579
投 資 有 価 証 券 売 却 損 38
投 資 有 価 証 券 評 価 損 43,839 162,177

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 225,628
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 42,393
法 人 税 等 調 整 額 △66,431 △24,038
当 期 純 損 失 201,590
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 201,590
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連結株主資本等変動計算書
(20202021

年
年
７
６
月
月
１
30
日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2020年７月１日 残高 878,363 713,431 3,937,740 △6,019 5,523,515

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △33,120 ― △33,120
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ― ― △201,590 ― △201,590

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △52 △52

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △234,710 △52 △234,763

2021年６月30日 残高 878,363 713,431 3,703,029 △6,071 5,288,751

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利益
累 計 額 合 計

2020年７月１日 残高 △11,403 △11,403 5,512,111

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △33,120
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ― ― △201,590

自 己 株 式 の 取 得 ― ― △52

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 59,661 59,661 59,661

連結会計年度中の変動額合計 59,661 59,661 △175,102

2021年６月30日 残高 48,257 48,257 5,337,009
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貸 借 対 照 表
（2021年６月30日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,749,354 流 動 負 債 1,872,629
現 金 及 び 預 金 2,118,638 支 払 手 形 14,601
受 取 手 形 387,528 電 子 記 録 債 務 241,956
電 子 記 録 債 権 489,127 買 掛 金 77,048
売 掛 金 535,117 1年内返済予定の長期借入金 834,739
製 品 8,949 1年内償還予定の社債 2,500
仕 掛 品 37,145 リ ー ス 債 務 21,391
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 70,327 未 払 金 302,805
有 償 支 給 材 18,113 未 払 費 用 171,750
前 払 費 用 3,056 未 払 法 人 税 等 16,117
未 収 入 金 72,304 未 払 消 費 税 等 18,197
そ の 他 9,046 預 り 金 38,423

固 定 資 産 6,309,089 賞 与 引 当 金 11,678
有 形 固 定 資 産 2,962,772 設 備 関 係 支 払 手 形 10,396
建 物 609,944 設備関係電子記録債務 93,818
構 築 物 21,544 そ の 他 17,205
機 械 及 び 装 置 511,275 固 定 負 債 2,640,432
車 両 運 搬 具 2,014 長 期 借 入 金 1,938,787
工 具、 器 具 及 び 備 品 87,150 リ ー ス 債 務 30,754
土 地 1,617,883 退 職 給 付 引 当 金 597,071
リ ー ス 資 産 46,080 長 期 未 払 金 73,819
建 設 仮 勘 定 66,878 負 債 合 計 4,513,062
無 形 固 定 資 産 46,128 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 42,333 株 主 資 本 5,497,124
水 道 施 設 利 用 権 8 資 本 金 878,363
電 話 加 入 権 3,787 資 本 剰 余 金 713,431
投 資 そ の 他 の 資 産 3,300,188 資 本 準 備 金 713,431
投 資 有 価 証 券 235,497 利 益 剰 余 金 3,911,401
関 係 会 社 株 式 240,000 利 益 準 備 金 48,306
関 係会社長期貸付金 2,725,000 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,863,095
長 期 前 払 費 用 67 別 途 積 立 金 1,500,000
差 入 保 証 金 14,255 繰 越 利 益 剰 余 金 2,363,095
保 険 積 立 金 102,126 自 己 株 式 △6,071
繰 延 税 金 資 産 251,471 評 価 ・ 換 算 差 額 等 48,257
破 産 更 生 債 権 等 55 その他有価証券評価差額金 48,257
そ の 他 1,770
貸 倒 引 当 金 △270,055 純 資 産 合 計 5,545,381

資 産 合 計 10,058,444 負 債 純 資 産 合 計 10,058,444
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損 益 計 算 書
(20202021

年
年
７
６
月
月
１
30
日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額
売 上 高 3,866,177
売 上 原 価 3,126,459
売 上 総 利 益 739,718
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 963,520
営 業 損 失 223,802
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 46,418
業 務 受 託 料 7,500
経 営 指 導 料 9,960
受 取 賃 貸 料 7,211
ス ク ラ ッ プ 収 入 4,580
雇 用 調 整 助 成 金 15,944
そ の 他 9,250 100,865

営 業 外 費 用
支 払 利 息 19,966
支 払 手 数 料 5,081
そ の 他 2,873 27,921

経 常 損 失 150,857
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,695 3,695

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 29,375
固 定 資 産 除 却 損 8,295
減 損 損 失 81,579
投 資 有 価 証 券 売 却 損 38
投 資 有 価 証 券 評 価 損 43,839 163,127

税 引 前 当 期 純 損 失 310,290
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,926
法 人 税 等 調 整 額 △65,296
当 期 純 損 失 253,919
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株主資本等変動計算書
(20202021

年
年
７
６
月
月
１
30
日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

2020年７月１日 残高 878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,650,135 4,198,442

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △33,120 △33,120

当 期 純 損 失 ― ― ― ― △253,919 △253,919

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― ―
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △287,040 △287,040

2021年６月30日 残高 878,363 713,431 48,306 1,500,000 2,363,095 3,911,401

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

2020年７月１日 残高 △6,019 5,784,217 △11,403 5,772,813

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― △33,120 ― △33,120

当 期 純 損 失 ― △253,919 ― △253,919

自 己 株 式 の 取 得 △52 △52 ― △52
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） ― ― 59,661 59,661

事業年度中の変動額合計 △52 △287,093 59,661 △227,432

2021年６月30日 残高 △6,071 5,497,124 48,257 5,545,381
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年８月27日
株式会社オーネックス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 入 江 秀 雄 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 達 也 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オーネックスの2020年７月１日から2021年６月30日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社オー

ネックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年８月27日
株式会社オーネックス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 入 江 秀 雄 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 達 也 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オーネックスの2020年７月１日から2021年６月30日

までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年７月１日から2021年６月30日までの第70期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部統制室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年８月27日
株式会社オーネックス 監査役会
常勤監査役 横山 剛 ㊞
社外監査役 吉田 雄彦 ㊞
社外監査役 鍛冶 良明 ㊞

（注） 監査役吉田雄彦及び鍛冶良明は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であり
ます。

以 上
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陸橋下を右折するため、
早めに左側車線（愛川方面）
にお入りください。

沼津 平塚
愛川

内陸工業団地
129

藤塚公園前

箕輪
坂道

セメント工場

愛川高校

愛川町役場

一本松
内陸中三丁目

東外三丁目

相模川

厚相バイパス下

横浜銀行
内陸工業団地

中三丁目
バス停

西三丁目
バス停

山際

桜台 団地入口
バス停神奈川県内陸

工業団地会館

当社
（駐車場）

トンネルに入らずに
内陸工業団地
方面に入る

金田

４km 圏央厚木ＩＣ

至渋谷

金田陸橋

中津川橋

妻田向市場

246

129

陸橋下を左折するため、
早めに左側車線に
お入りください。

129

相模原方面は
左車線

圏央道
相模原

本厚
木、

海老
名駅
方面
→

至 厚木市街厚木警察署

左側車線（圏央道方面）
にお入りください。

東名下をくぐり
分岐を左方向

相模原方面へ圏央道

東 京 東名厚木
IC

海老名
JCT

東名高速道路

方面へ
料金所小田

急小
田原
線

至 御殿場

至 伊勢原
御殿場

船子北谷

圏央道

出光
GS

至 平塚

相模原愛川IC

小田原厚木
道路

129

246

至 東京

左側車線
（圏央道・相模原方面）
にお入りください。

圏央道
相模原

厚木バスセンター

北口

本厚
木

金田陸橋へ

本厚木駅東口

←
小
田
原

方
面

小
田
急
線

南口

新宿
方面
→図書館

イオン

バス停

東口

ららぽーと
海老名店

道
鉄
模
相 横

浜→

ロータリ

海老
名

海老
名

←本
厚木小田
急線

←茅
ヶ崎

JR相
模線

西口
バス停

ホ
テ
ル

↑
新
宿↑

橋
本

圏
央
道

圏
央
道

新
昭
和
橋

株主総会会場ご案内図

お願い：駐車場には限りがございますので、誠に恐縮ですが満車の場合は当社の駐車場をご利用ください。

会 場 神奈川県内陸工業団地会館 3階大ホール
神奈川県厚木市上依知3001番地 電話046－285－0128

小田急・本厚木駅
急行で新宿から1時間（前6両に乗車）、
小田原から40分

厚木バスセンター（⑩番乗場）より約40分
「内陸工業団地行」
「愛川バスセンター行」
（内陸工業団地経由、春日台団地経由）
「春日台団地行」

↓
「団地入口」下車 徒歩5分

◎バス

小田急／相鉄線・海老名駅
小田急線：急行で新宿から50分、

小田原から45分
相鉄線 ：急行で横浜から35分
◎バス
西口バス停より約40分
「内陸工業団地経由愛川バスセンター行」

↓
「団地入口」下車 徒歩5分

◎車を利用される場合

圏央道 圏央厚木ICより
約15分（6km）
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